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〔第１号議案〕　平成２０年度事業報告承認の件

平 成 ２ ０ 年 度 事 業 報 告

１．概　　況

　平成２０年度は公益法人制度改革への対応を最重要課題と位置づけ、全国全ての単位法人会が「公

益社団法人」を目指すという指針が示され、公益認定を得るための準備に着手し、新しい法人会の構

築をめざすため、制度改革に関する情報収集に努めるとともに、法人会における課題や問題点につい

て検討を開始した。

　事業活動の面においては、公益法人制度改革への対応を踏まえつつ、「三本柱」である税知識の普

及と建設的な税制改正の提言、地域社会における幅広い貢献活動、会員の自己啓発を図るための研修

活動の充実などに積極的に取り組んだ。

　このうち、税制改正への提言については、「今後の望ましい税制のありかた」を基本テーマに設定し、

中小企業の活性化に資する税制をはじめ、税のオピニオンリーダーとして、わが国の将来を展望した

建設的提言に努めた。

　社会貢献活動については、地域に密着した活動として公益性および存在感を一層高めることに留意

し、特に税の啓発・租税教育については、全国統一の活動のために全法連が作成したマンガ本等を活

用し、税の啓発活動に努めた。

　研修活動については「ｅ―Ｔａｘ」普及のための施策に積極的に取り組むとともに「税法・税務」

を中心に研修会の開催強化に努め、研修参加人員の増大を図った。なお、「公益性」をより一層高め

るため、会員企業に加えて一般市民等にも対象を広げた研修・講習会も開催した。
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　また、広報活動については、イメージキャラクターのポスターによるＰＲのほか、ホームページに

よる情報提供等によって充実を図る一方「会報」及び全法連機関誌「ほうじん」を配布した。

　社団化２０周年を迎え記念式典及び、伊奈かっぺい氏を招き一般市民参加の講演会を開催した。

　組織基盤の面においては、全国的な「会員増強月間」に積極的に取り組んでいるが、中小企業の景

気回復の遅れなどの影響を受け、目標を大幅に下回る厳しい結果となった。

　福利厚生制度については、会員企業の保険に対する意識の変化、保険業界における規制緩和の進展

などの要因により法人会の福利厚生制度を取り巻く環境は依然として構造的な変革が続いているた

め、大型保障制度など主要制度における加入件数は前年比マイナスとなった。

　支部については、独自に研修活動を行っており、公益法人制度改革を踏まえ、会員企業に加えて一

般市民等にも対象を広げた研修・講演会を開催している。

　このほか、青年部会については、税務研修会と講演会を行なった。また女性部会については、研修

会及び社会貢献の講演会を行い、タオルを収集し、福祉施設へ寄贈した。



２．公益関係

　１．税の啓発活動

（１）平成２０年度の税制・税務に関する研修会の実施状況　

　平成２０年度の研修会開催状況は下記のとおりであり、参加者数・実施回数ともに増加した。

項目別研修会開催状況

テーマ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加人員　　　実施回数　　　講師名

決算期別説明会　　　　　　　　　　　　　　　２３０名　　　　４回　　　　税務署担当係官

新設法人説明会　　　　　　　　　　　　　　　　２２名　　　　２回　　　　　　　〃　　　　　

平成２０年度税制改正の概要　　　　　　　　　２０５名　　　　４回　　　　　　　〃　　　　　

税を考える週間記念講演会　　　　　　　　　　　８５名　　　　１回　　　　新発田税務署長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いかりや浩一氏

源泉所得税の実務ポイント　　　　　　　　　　　５０名　　　　２回　　　　税務署担当係官

確定申告のポイント　　　　　　　　　　　　　　５６名　　　　２回　　　　　　　〃　　　　　

平成１９年度税務研修のまとめ　　　　　　　　　４８名　　　　２回　　　　　　　〃　　　　　

知っておきたい租税法・税情報　　　　　　　　　５９名　　　　２回　　　　　　　〃　　　　　

　　　　　合　　計　　　　　　　　　　　　　７５５名　　　１９回　

（２）税の広報活動

イ．新発田法人会「会報」及び全法連機関誌「ほうじん」の配布

　　税、経営等に関する最新の情報を提供するため、「しばた法人会報」を年１回、全法連「ほうじん」

　年４回（季刊発行）を会員および一般向けに無料で配布した。

ロ．ホームページによる税の広報

　　各種研修会の案内を一般市民の人達にも参加呼びかけをしている。
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（３）研修用教材の作成・配布

　　税法・税務関係の研修会については、法人会の研修事業の中心であり、平成２０年度においても

　各種テキスト等を作成し研修会の開催時等に会員及び一般市民に配布している。

作成したテキスト等

　①平成２０年度　税制改正のあらまし「速報版」

　②平成２０年度　ことしの税制改正のポイント

　③平成２０年度　税制改正のあらまし

　④平成２０年度　会社の決算・申告の実務 - 法人税申告へのｱﾌﾟﾛｰﾁ

　⑤平成２０年度　新設法人のための会社の税金ガイドブック

　⑥平成２０年度版　会社取引をめぐる税務Ｑ＆Ａ

　⑦税務調査のチェックポイント

　⑧平成２０年度版　源泉所得税実務のポイント

　⑨平成２０年分　所得税の確定申告のしかた

　⑩平成２０年分　所得税の確定申告のてびき

　⑪平成２０年分　会社役員のための確定申告実務ポイント

　⑫平成２１年度　ここが変わる！ことしの税制改正 

　２．税制提言活動

（１）　税制改正に対する提言の概要

　本年度も基本テーマを「今後の望ましい税制のあり方」と設定し、国・地方を通じて徹底した行財

政改革の推進と、中小企業の置かれている厳しい状況を踏まえ、中小企業の活性化に配慮した提言を

取りまとめた。

　さらに「税制改正に関するアンケート調査」の実施結果もあわせて６月６日付で全法連へ提出した。
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　新潟県法連がまとめた要望事項は、以下の通り

平成２１年度税制改正要望事項
総　　論
　第一　　経済活性化への積極的取組み

　昨今の原油・穀物価格の高騰は折角景気回復の兆しの見えていた経済を停滞させ企業収益を深刻

にしている。特に地方の中小企業においては厳しい経営を余儀なくされ、いろんな面で企業努力を

して頑張っているのが現状である。

　中小企業の７０％が赤字経営であり、税収に大きな影響を与えているが、赤字国家の財政再建には、

景気回復による税制の増加が一番重要であることを強く認識する必要がある。

　政府は、中小企業が景気回復の波に乗れるための施策を早急に示し、具体的に行動する必要がある。

　第二　　徹底した行財政改革による歳出削減
　平成２０年度予算によれば、本年度の国債発行２５．３兆円、歳入総額に占める公債金収入

３０．５％であり、平成２０年度末の公債残高はなんと５５３兆円にも上がると言われているが、こ

れは、まさに破綻同然の財政状況である。

　政府としては、思い切った行財政改革を実施し歳出削減を徹底していかなければならない。

　新潟県連として次のとおり要求する。

１　政府は平成２３年を目標にプライマリーバランスの回復を計る方針を決めたが、最近その実現

　が疑問視されはじめた。早急に国民の納得のいく施策を提示して行動すること。

２　公務員定数の削減と給与・退職金の抑制及び公務員継続雇用可否の適正検査制度の導入

３　議員数の削減及び報酬の見直し

４　公的資金を投入している特殊法人等の廃止及び縮小

５　公共を積極的に民間に移行

６　市町村合併の効果（経済節減）を早めに取り組む

７　特別会計は、その内容があまり公表されておらず、十分なチェックがないまま肥大化してきた

　特別会計の抜本的改革が必要

　第三　法人・個人所得税について
　税制は、公平・中立・簡素の課税三原則に立って、広く、薄く、公平に適正な税負担を求めてい

くことが大切であり、国民全体が公的サービス費用を負担することで従来より課税ベースの見直し

を要望してきた。

　法人税の実効税率は主要国に比べまだ高いことから引き下げが必要であり、特にまだまだ厳しい

状況にある中小企業の活性化を計るために景気浮揚に配慮した税制改正が必要である。

　交際費の課税については、引き続き廃止の方向で要望していく。個人所得については、累進課税

部分や課税最低限の見直しが一部なされているが、不公平が生じないよう配慮すべきである。また、
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少子高齢化対策として子育てに配慮した税額控除制度の創設を要望する。

　第四　社会保障制度の改革推進について
　財政と社会保障の問題については、少子高齢化が進むなかで国民は将来の不安がますます増大し

てきている。出生率が最低となった理由の第一は将来に対する不安が上げられるが、まさに現在の

財政危機の中での社会保障制度の低下がはっきりしてきているものと考えられる。既に、高齢者控

除の廃止、年金の支給年齢引き上げ、保険料の増額等、国民の負担が増加してきている。

　一方、国民年金保険料の未納増加や社会保険庁のでたらめな体質や反省の無さに国民の不満は以

前にも増して大きくなってきている。保険料は、年金支給以外には支出しないことを法制化すべき

である。

　議員年金問題や国家公務員共済年金との一元化問題等については早急に改善すべきである。

　公的福祉制度の民間移譲は、地方財政の削減、民間雇用促進の効果も期待できることからより強

力に取り組む必要がある。

　増大する社会保障費の負担は、国民全体が負うべきであり、消費税は社会保障に重点的に充てる

ようにしていく必要である。

（　基　本　事　項　）
制度の改正要望事項
　第一　法人税制について

　地域経済の担い手である中小企業は、まだまだ厳しい経済環境におかれていることから改善する

点が多い。

　このため、以下の改革を要望する。

１　法人税率の引き下げ

　　我が国の法人税の実効税率は、ＥＵ諸国やアジア諸国に比べ高く、先行き不透明な経済を立て

　直すためにも法人税の引き下げを要望する。

２　中小企業の軽減税率引き下げ

　　中小企業は厳しい状況にあることから軽減税率を２２％から２０％に引き下げ、昭和５６年に

　決められた適用課税所得８００万円を１５００万円に引き上げるよう要望する。

３　交際費課税の見直し

　　平成１８年度税制改正で損金不算入から１人５，０００円以下の飲食費を除外したが、定額控除

　額４００万円はそのままである。交際費は、経営運営上必要欠かせない経費であることから、現

　在の損金算入限度額を大幅に引き上げるか、全額損金扱いにするよう要望する。

４　特定同族会社の役員給与損金の不算入規定の廃止

　　１８年度改正で１９年度に見直されたが、特定の同族会社だけを対象にする増税であり、廃止

　するよう要望する。

５　企業会計原則と税法について

　　企業会計原則は、実務の中に慣習として発達したもののなかから一般に公正妥当と認められて

　いる処理であることから、税法もできる限り原則に近づける処理を要望する。
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　第二　個人所得税制について
　税率構造の累進緩和や諸控除により所得課税の負担は軽減されてきており、国際的に見ても低い

水準となってきている。しかし、配偶者特別控除の制度の縮減、定率減税の廃止、年金課税の見直

し等で個人の税負担は増加している。公平・中立・簡素の三原則に立って、広く薄く公平に税負担

するよう税率構造を見直すことが大切である。

１　税率構造のさらなる是正

　　平成１８年度改正で税率構造が３区分から６区分となったが、一部では増税となるところもあ

　り更なる改善が必要である。

２　諸控除等の見直し

　（1）各種控除制度の更なる見直しをし簡素化すること。

　（2）それにより税負担が重くなり過ぎる場合は、基礎控除引き上げをして調整すること。　　

３　少子化対策としての減税措置

　　子育てに配慮した減税は必要であるが、少子化問題は税優遇等で解決するような単純な問題で

　はなく、出産、育児、就労等企業の支援なども含め社会全体での環境整備が必要である。

４　金融所得一体課税の検討

　　１０種類ある所得類型を一定の類型に統合または簡素化して損益通算できるようにするべきで

　ある。税制の簡素化のために、金融所得の一体課税を行うよう要望する。

５　納税者番号制度の活用

　　金融所得一体課税の新設に合わせ損益計算する際、また年金制度の一元化や国民年金の未納問

　題等を考えれば全国民に番号を付与することが必要である。プライバシーの侵害防止のための法

　整備を検討した上で、課税の公平が図られるような制度導入を進めるべきである。

　第三　消費税制について
１　消費税率引き上げの条件　

　　危機的な財政状況、少子高齢化による財政需要の増大を考えるといずれは、引き上げざるを得

　ないが、その前に徹底した行財政改革を実施し膨大な歳出を減らすことが先決であり、引き上げ

　の条件として、増大する社会保障費に重点的に充てるとともに、地方消費税の配分率を高め大都

　市との税収格差に悩む地方への手厚い配分を要望する。

２　消費税率の引き上げ方法

　　当分は一桁台にとどめること、食料品等に対する軽減税率も考えられるが、非常に複雑な取扱

　いとなる可能性もあり慎重を期する必要がある。

　　また、多少の手間がかかっても公平性、透明性からインボイス制度を導入するべきである。

　第四　相続税制について
　中小企業の事業承継税制については、平成２１年度改正の見直しで、中小企業を対象に納税額の

８０％猶予制度が創設されたことは評価するが、適用にあたっての要件が厳しすぎる、要件の緩和

と従来から要望してきた非上場株式の評価方法を見直す、減額措置の拡充を引き続き要望する。
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　第五　地方税制について
１　固定資産税評価方式について

　　固定資産税については、地価の下落にもかかわらず地価実勢等から見ても税負担が重くなって

　おり、評価方法や課税方式の抜本的な見直しが必要である。

　（1）地価の評価については、現在、国土交通省、総務省、国税局がそれぞれ目的に応じた評価を

　　しているが、評価体制の一元化を含め、行政の効率とコスト削減に努めるべきである。

　（2）土地の評価は、その土地の利用価値をみて「収益還元価格」で評価するよう改めること。

　（3）居住用家屋については、現在、再建築価格方式で評価しているが、これを建築後の経過年数

　　や処分価格を基準に評価する方法に改めること。事業用については「収益還元価格」で評価す

　　るようにすること。

２　事業所税について

　　事業に係わる事業所税は、固定資産税との二重課税的な性格を有すること、市町村によって徴

　収あり、なしと不公平であり市町村合併の際問題とされているケースがある。負担の公平さから

　見ても不合理であり廃止すべきである。

３　外形標準課税について

　　資本金１億円超の法人については、既に平成１６年度から適用されたが、経営基盤の弱い中小

　企業に対しては従来通り対象としないことを要望する。

　第六　環境税制について
　環境税については、法定外目的税として環境を理由に導入が検討されているが、税の使途やＣＯ2

削減効果等については明確でない。将来、導入される場合は、既存のエネルギー関係税や特定財源

制度等、税全体の中で対応すべきである。また、ＣＯ2 を吸収する森林を保有する地方には税の還

元を考慮する。

　なお、環境保全に積極的に協力した企業に対する優遇税制の検討も必要である。

　第七　その他
１　耐用年数の見直し

　　耐用年数は、物を対象に一律に規定されているが、積雪寒冷地における破損や消耗度合いは温

　暖地とは比較にならず、特に車、家屋等については抜本的に短縮するよう要望する。

　　なお、海岸地域の塩害についても積雪寒冷地同様に短縮を要望する。

（　個　別　事　項　）
　第一　法人税関係

１　退職給与引当金制度の復活

　　企業としては、将来確実に発生する債務を引き当てるものであることから、この制度を復活す

　ること。

２　確定申告書提出期限の延長

　　決算事務については、諸手続き等のため２ヶ月以内で完了することがなかなか困難であること

　により、法人税の確定申告書の提出期限を事業年度終了後３ヶ月以内に延長する。
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３　災害見舞金等の課税免除

　　激甚災害法の指定を受けた先に対する災害見舞金等に課税するのは納得が行かない。交際費税

　から免除する。

４　無形減価償却資産の償却期間の短縮

　　電算機ソフトウェアは５年償却となっているが、技術進歩が早いため期間を３年とする。

　第二　所得税関係
１　土地譲渡所得の損益通算の復活

　　平成１６年度に長期譲渡所得の特別控除が廃止され、かつ土地建物等の譲渡所得と他の所得と

　の損益通算が廃止となった。土地流動化促進のために損益通算を復活させること。廃止された百

　万円の特別控除も認めること。

　第三　相続関係
１　贈与税配偶者控除の引上げ

　　昭和６３年以来据え置かれている居住用不動産の配偶者控除額を２，０００万円から

　３，０００万円に引き上げること。

２　保険金・死亡退職金の非課税限度額引上げ

　　法定相続人１人５００万円を１，０００万円に引上げること。相続税資金の確保や事業承継の資

　することになる。

　第四　間接税関係
１　印紙税の改正

　（1）約束手形及び為替手形の非課税限度額は、手形金額が３０万円未満とする。

　（2）売上代金の受取書の非課税限度額は１０万円未満の受取書とする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上

　（２）　税制改正要望大会への参加

〔開 催 日〕　　　平成２０年１０月２日（木）

〔会 　 場〕　　　山口きらら博記念公園（きらら多目的ドーム）

〔来 　 賓〕　　　荒井国税庁課税部長　冨屋広島国税局長　岡本山口税務署長

　　　　　　　　　　　 二井山口県知事　渡辺山口市長　外１４名

〔法人会参加人員〕　　　約１，９００名　（うち新発田法人会 2 名）
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要　望　大　会

税制改正に関するスローガン
○ 　待ったなし。国・地方とも　聖域なき行財政改革の断行を！

○　税制の抜本的改革により、経済社会に活力を！

○　企業の活力発揮、競争力強化のため、法人税率の引き下げを！

○　所得税・住民税を抜本的に見直し、簡素で公平な税制の実現を！

○　中小企業の重要性を認識し、欧米並みの事業承継税制の確立を！　

○　消費税率を引上げる前に、行財政改革の徹底と歳出の見直しを！

○　固定資産税の課税方式を抜本的に見直し、税負担の適正化を！

○　少子化対策は重要な課題、税制も含め総合的な施策を！

（３）　要望実現のための陳情活動の展開

　全法連、各県連および単位会とも要望実現のための陳情活動を展開し、新発田法人会としては会長

および事務局長が、平成２０年１１月７日、地方自治体に対する要望活動として、市長および市議会

議長あて陳情を行った。

（４）　平成２０年度税制改正の主な実現事項（全法連）

　法人会が要望した項目のうち改正が行われた箇所は以下の通りです。
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～法人会の税制改正に関する提言の主な実現事項～

　平成２０年度においては、持続的な経済社会の活性化を実現する観点から、法　人関係税制、中
小企業関係税制、金融・証券税制、公益法人制度改革への対応など一定の措置が講じられました。
特に、中小企業の事業承継については見直しが行われることになり、法人会にとって長年の懸案が
実現する運びとなりました。
　ここでは、法人会が要望した項目を中心に改正が行われた箇所を取り上げております。

　１．法人関係税制
（1）事業承継税制の見直し
　　中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の制定を踏まえ、平成２１年度税制改正に
　おいて、「取引相場のない株式等に係わる相続税の納税猶予制度」が創設されます。
　　この事業承継税制の制度化に併せて、相続税の課税方式を遺産取得課税方式に改めることが検
　討されます。　
　　なお、現行の特定同族会社株式等に係わる相続税の課税価格の計算の特例は、所要の経過措置
　を講じた上で廃止されます。

（2）減価償却制度の見直し
　　機械および装置を中心として、実態に即した使用年数を基に資産区分を整理するとともに、法
　定耐用年数が見直されました。

（3）研究開発税制
　　試験研究費の増加分に対する特別税額控除割合を上乗せする特例を改組し、新たな特例を選択
　適用できる制度が創設されました。

（4）情報基盤強化税制
　　対象設備等の追加、取得価額合計額の最低限度の引き下げ等の見直しを行った上、適用期限が
　２年延長されました。

（5）公益法人関係税制
　　公益法人制度改革による新たな法人制度の創設に伴って、次の公益法人等に対する税制の整備
　が行われることになりました。
　①　公益社団法人および公益財団法人について、公益目的事業から生じる所得を非課税にすると
　　ともに、特定公益増進法人と位置付け寄附優遇の対象とする等の措置が講じられます。
　②　準則主義で設立可能となる一般社団法人および一般財団法人については、様々な態様の法人
　　に対応する税制を整備し、課税の適正・公平が図られます。　

（6）寄附金税制
　　特定公益増進法人等に係わる寄附金の損金算入限度額について、所得基準が所得の金額の
　１００分の５　（改正前１００分の２．５）相当額とされました。　

（7）その他
　　次の措置について、適用期限が２年延長されました。
　　○　中小企業投資促進税制
　　○　交際費等の損金不算入
　　○　欠損金の繰り戻し還付の不適用制度
　　○　小額原価償却資産の取得価額の損金算入の特例
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　２．金融税制
（1）上場株式に係わる譲渡所得等に対する課税

　　上場株式等の譲渡所得等に対する軽減税率は廃止され、２年間の特例措置として、その年分の

　上場株式等に係わる譲渡所得の金額のうち５００万円以下の部分については１０％の軽減税率と

　されました。　

　　なお、上場株式等の配当所得に対する課税についても見直しが行われました。

（2）損益通算の特例

　　上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得との間の損益通算の特例が創設されました。

　３．その他
（1）エンジェル税制

　　一定の要件を満たす特定中小会社が発行した株式を取得した場合、１，０００万円を限度に寄

　附金控除が適用される特例が創設されました。

（2）地域間の財政力格差の縮小

　　地域間の税源偏在の是正に対応するため、税体系の抜本的改革が行われるまでの間の暫定措置

　として、法人事業税の一部を分離し、法人事業税額を課税標準とする地方法人特別税と、地方法

　人特別税の税収を人口等一定の基準により都道府県へ譲与する地方法人税特別譲与税が創設され

　ました。

（3）個人住民税における寄附金税制の拡充

　　地方公共団体に対する寄附金について、５千円を超える部分の金額に対して、一定額が個人住

　民税から税額控除されることとなりました。
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　３．経営支援活動

（１）平成２０年度の経営支援に関する研修会の実施状況

　平成２０年度の研修会開催状況は下記のとおりであり、参加者数・実施回数ともに増加した。

項目別研修会開催状況

テーマ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加人員　　実施回数　　講師名　

印紙税の課否判定研修会　　　　　　　　　　　　４０名　　　１回　　　税務署担当係官

会社がもらえる助成金のポイント研修説明会　　　４０名　　　１回　　　　　〃　　　　　

平成２０年度税制改正の概要　　　　　　　　　　８４名　　　２回　　　　　〃　　　　　

　　　　合　　計　　　　　　　　　　　　　　１６４名　　　４回　

（２）研修用教材の作成・配付

　経営セミナーに関する教材や資料は経営情報の周知には必要であり、平成２０年度においても各種

テキスト等を作成し、研修会の開催時等に会員及び一般市民に配付している。

作成したテキスト等

①　最新事例から見た税務調査のチェックポイント

②　イザというときに恥をかかないための冠婚葬祭Ｑ＆Ａ

③　文例でわかるやさしいビジネス文書の書き方

④　経営承継円滑化法と事業承継税制のポイント

⑤　減価償却制度はこう変わる

⑥　平成２０年度版　会社がもらえる助成金活用のポイント

⑦　よくわかる印紙税の課否判定

⑧　中小企業事業承継ハンドブック（これだけは知っておきたいポイント２０問２０答）

⑨　これだけは身につけたい職場の基本マナー
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⑩　すぐに役立つビジネスマナー

⑪　すぐに使えるビジネス・コーチング

⑫　知って役立つ会社行事心得帳

　４．地域発展活動

（１）　社会貢献活動

イ．救急医療や福祉施設でのタオル不足を、一般市民に呼びかける目的で、年１回特別講演会を開催、

　入場料は無料でタオルの協力をお願いした。

　　当日は、法人会の案内とゲゲゲの鬼太郎「これが人間社会だ！税って何だ？」（水木しげる氏）

　のマンガ本、全法連機関誌「ほうじん」の３種類を資料として配布した。

　　　　　　　　　　　　地域社会貢献活動による特別講演会

　　　　　　　　　開 催 日　　　平成２１年２月１２日〔木〕

　　　　　　　　　会　　場　　　ホテル華鳳　（月岡温泉）

　　　　　　　　　講　　師　　　関川弘夫　氏

　　　　　　　　　演　　題　　　「人生の甲子園　～可能性への挑戦～」

　　　　　　　　　参加者数　　　２００名　　　タオル収集　４６０枚

　　　　　　　　　　　　　　　　阿賀野市社会福祉協議会へ寄贈
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　５．共益関係

（１）　福利厚生事業

　福利厚生制度をとりまく環境は、経済状況の悪化、さらには会員企業の保険に対する意識の変化等

により、依然として厳しい状況が続いている。

　しかし、全法連の福利厚生制度は会員にとっても、また各法人会にとっても会員増強、さらには法

人会の財政基盤の安定化に大きなメリットをもたらすものであり、厚生委員会が中心となって地道で

はあるが、着実に活動を展開してきた。

イ．法人会福利厚生制度推進連絡協議会の開催

　　法人会の役員と協力会社との連携を密にするため、法人会福利厚生制度推進連絡協議会を開催

　した。　各々協力会社との連絡会議を行い、表彰等でさらなる会員増強につなげられるよう努めた。

（２０．１２．４）

Ｈ２１．３現在 経営者大型保障制度 がん保険制度 経営保全プラン

会員加入率 ２２．３％ １２．２８％ ６．７９％

会員企業数 ２８２社 ２１９社 ８６社

（２）会員増強推進

所管法人数
会　員　数

加入率％ ２１/ ３末
２０/ １２末 ２０/ ６末 増減数

２，５７６ １，２６７ １，２８６ △１９ ４８．０ １，２３９

　会員増強については経済状況の悪化が依然として続いており、廃業、倒産や合併等の増加など、会

員の減少に歯止めがかからない状態であるが、今年度の会員増強運動は公益法人改革に向けて、会員

増強を図るために「役員（親会、支部）　１人１社獲得」必達を目標として運動を推進した。

　なお、保険会社三社並びに税理士会の先生方、青年部及び女性部にも例年どおり協力を要請した。
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組織の充実・強化

　イ．新設法人データの活用　

　ロ．各種研修会、新設法人税務説明会の会場で法人会のＰＲをし加入を促進する。

（３）部会等事業
事　業　名 開　催　数 出席者数

青 年 部 会 通常総会 １ １９

研修会の開催 ３ ５７

会議の開催 ０ ０

その他の会議 ２ ６

女 性 部 会 通常総会 １ ５０

研修会の開催 ５ ４５５

会議の開催 ５ ４７

その他の会議 ３ ２６

３　 支　 部 通常総会 ３ １０２

研修会の開催 ５ ２１１

会議の開催 １ ８

その他の会議 ０ ０

（４）青年・女性部会活動

　今年度は青年部・女性部共催で社会貢献活動として、新春講演会を行った。

　講師は関川弘夫氏をお招きし、｢人生の甲子園　～可能性への挑戦～｣ を講演、一般の方にも沢山

きていただいた。入場料としてタオルを寄附してもらい、今年度は阿賀野市社会福祉協議会に寄贈し

た。

部　　員　　数

２０/ １２末 ２０/ ６末 増減数 ２０/ ３末

青年部会 　３４ 　３４ 　０ 　３４

女性部会 １３５ １３９ △４ １３６
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　６．管理関係

（１）事務運営体制の確立

　公益法人制度改革を踏まえ、諸規定の整備を図るとともに、法令に基づく適正な情報開示に努める。

さらにホームページ等により、一般市民に対する「税」をはじめとする様々な情報の発信や会活動の

ＰＲを図る。

　　　

（２）諸会議等の開催状況

（1）平成２０年度定時総会

　　開 催 日　　　平成２０年５月２７日（火）

　　場　　所　　　新発田市生涯学習センター

　　出席者数　　　１，０９６社　（委任状含む）

　　　第１号議案　　平成１９年度事業報告承認に関する件

　　　第２号議案　　平成１９年度収支決算承認に関する件

　　　第３号議案　　平成２０年度事業計画（案）承認に関する件

　　　第４号議案　　平成２０年度収支予算（案）承認に関する件

　　　第５号議案　　その他の件

（2）理事会

　　開 催 日　　　平成２０年５月１３日

　　場　　所　　　北辰館

　　出席者数　　　２７名　（委任状含む）

　　　第１号議案　　平成１９年度事業報告に関する件

　　　第２号議案　　平成１９年度収支決算に関する件

　　　第３号議案　　平成２０年度事業計画（案）に関する件

　　　第４号議案　　平成２０年度収支予算（案）に関する件

　　　第５号議案　　２０年度　年間スケジュール（案）の検討



19

　　　第６号議案　　その他

　　　（1）平成２０年度新発田法人会表彰者について

　　理 事 会

　　開 催 日　　　平成２０年１０月８日

　　場　　所　　　北辰館

　　出席者数　　　３５名　（委任状含む）

　　　第１号議案　　「新公益制度」への対応について

　　　第２号議案　　その他

（3）総務委員会

　　〔第１回〕　平成２０年９月９日　　志まや　　

　　　　　　①　平成２０年度第２回理事会に提案する事項について

　　　　　　②　「新公益法人制度」への対応について

　　　　　　③　その他

　　〔第２回〕　平成２１年３月２４日　　志まや　　

　　　　　　①　平成２１年度第１回理事会に提案する事項について

　　　　　　②　平成２１年度定時総会に提案する事項について

　　　　　　③　その他

（4）組織委員会

　　〔第１回〕　平成２０年１０月２４日　　サンワークしばた　

　　　　　　①　「会員増強」について

　　　　　　②　その他

（5）その他行事参加

　　〔１〕第２５回法人会全国大会（山口大会）　

　　　〔日　時〕　　平成２０年１０月２日
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　　　〔場　所〕　　山口きらら博記念公園（きらら多目的ドーム）　

　　　〔法人会参加人員〕　　約１，９００名　（うち新発田法人会２名）

　　　〔第１部〕　　記念講演

　　　　　　　　　（演題）　「どうなるか、今後の日本経済」

　　　　　　　　　（講師）　千葉商科大学大学院教授　斎藤精一郎　氏

　　　〔第 2 部〕　　大会

　　　　　　　　　1．表彰

　　　　　　　　　2．税制改正提言の報告

　　　　　　　　　3．来賓祝辞

　　　〔第３部〕　　懇親会

　　〔２〕局法連主催・事務担当者研修会　

　　　〔日　時〕　　平成２０年１２月１日

　　　〔場　所〕　　ブリランテ武蔵野

　　　〔内　容〕　　

　　　　　第１講座

　　　　　　　演題　　「税の歴史と税務行政の現状」

　　　　　　　講師　　関東信越国税局課税第二部法人課税課

　　　　　　　　　　　課長補佐　町田富二夫　氏

　　　　　第２講座

　　　　　　　演題　「新公益法人制度への対応について」　　　　　　

　　　　　　　講師　　㈶全国法人会総連合総務部長兼公益法人制度対策室長　田島善範　氏　

　　　　　　　出席者数　１０１名　（うち新発田法人会１名）
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（6）納税功労による受彰者　　　

　　平成２０年度全法連功労者表彰

　　　（単位会関係）　　　　　

　　　　坂詰市四郎　　　（新発田法人会　理事）

　　平成２０年度県法連功労者表彰　

　　　（県連関係）

　　　　長谷川良男　　　（新発田法人会　県連副会長）

　　　（単位会関係）　　　

　　　　大久保勝由　　　（新発田法人会　副会長）

　　　　近　　磯弘　　　（新発田法人会　常任理事）
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〔第２号議案〕　平成２０年度収支決算報告承認の件

一般会計収支計算書
平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日まで

（単位：円）
科　　　目 予算額 決算額 差　異 備　考

Ⅰ . 事業活動収支の部
１. 事業活動収入
　（1）基本財産運用収入 17,547 17,500 47
　　　基本財産利息収入 17,547 17,500 47
　（2）特定資産利息収入 1,250 1,457 △  207
　　　特定資産利息収入 1,250 1,457 △  207
　（3）会費収入 6,340,000 6,028,122 311,878
　　　一般会費収入 6,000,000 5,688,647 311,353
　　　青年・女性部会費収入 340,000 339,475 525
　（4）補助金収入 4,279,300 4,214,300 65,000
　（全法連補助金収入） 3,499,300 3,499,300 0
　　　事業費補助収入 999,300 999,300 0
　　　事務局充実補助収入 1,800,000 1,800,000 0
　　　青年・女性部会補助収入 400,000 400,000 0
　　　社会貢献活動補助収入 300,000 300,000 0
　（県連補助金収入） 400,000 400,000 0
　　　会員増強強化補助収入 400,000 400,000 0
　（その他補助金収入） 380,000 315,000 65,000
　　　その他の補助収入 380,000 315,000 65,000
　（5）雑収入 1,910,800 1,307,669 603,131
　　　受取利息収入 800 7,361 △  6,561 按分比率７5％
　　　雑収入 50,000 558,040 △  508,040
　　　懇親会費等会費収入 1,860,000 742,268 1,117,732
　（6）特定資産運用収入 2,000,000 2,000,000 0
　　　周年行事引当預金取崩収入 2,000,000 2,000,000 0
　（7）繰入金収入 1,213,789 1,173,820 39,969
　　　収益事業特別会計繰入金収入 1,213,789 1,173,820 39,969

【事業活動収入計】 15,762,686 14,742,868 1,019,818
　２. 事業費活動支出
　　（1）事業費 13,599,000 11,458,568 2,140,432
　　　　研修費 6,100,000 5,092,856 1,007,144
　　　　社会貢献活動費 360,000 378,743 △  18,743
　　　　会報発行費 500,000 500,681 △  681
　　　　会員増強推進費 50,000 58,674 △  8,674
　　　　県連会費 170,000 170,000 0
　　　　調査研究費 253,000 190,470 62,530 按分比率７5％
　　　　親睦事業費 300,000 202,753 97,247
　　　　負担金 0 0 0
　　　　県連関係費 234,000 230,827 3,173 按分比率７5％
　　　　渉外費 50,000 53,045 △ 3,045
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（単位：円）

科　　　目 予算額 決算額 差　異 備　考
　　　　慶弔費 50,000 62,930 △  12,930
　　　　表彰費 50,000 34,460 15,540
　　　　ＩＴ関係費 400,000 399,325 675
　　　　委員会費
　　　　　組織委員会 15,000 0 15,000 按分比率７5％
　　　　　税制委員会 10,000 0 10,000
　　　　　事業広報委員会 15,000 0 15,000 按分比率７5％
　　　　給料手当 3,042,000 2,928,951 113,049 按分比率７5％
　　　　２０周年行事関係費 2,000,000 1,154,853 845,147

　（2）管理費 2,793,804 3,130,914 △  337,110
　　　　給料手当 1,014,000 976,317 37,683 按分比率７5％
　　　　福利厚生費 585,000 635,992 △  50,992 　　　〃
　　　　会議費　　 0
　　　　　総会費 117,000 258,440 △  141,440 按分比率７5％
　　　　　役員会 78,000 71,443 6,557 　　　〃
　　　　　委員会費 10,920 19,737 △  8,817 　　　〃
　　　　　その他会議費 70,200 363,775 △  293,575 　　　〃
　　　　旅費交通費 7,800 0 7,800 　　　〃
　　　　通信運搬費 70,200 67,060 3,140 　　　〃
　　　　リース料 399,204 383,891 15,313 　　　〃
　　　　消耗品費 3,900 1,900 2,000 　　　〃
　　　　印刷製本費 27,300 17,713 9,587 　　　〃
　　　　燃料費 70,200 6,913 63,287 　　　〃
　　　　賃借料 308,880 297,000 11,880 　　　〃
　　　　支払手数料 15,600 24,604 　　　〃
　　　　雑費 15,600 6,129 　　　〃
　　【事業活動支出計】 16,392,804 14,589,482 1,803,322
　　【事業活動収支差額】 △  630,118 153,386 △  783,504
Ⅱ . 投資活動収支の部
　１.　投資活動収入
　　【投資活動収入計】 0 0 0 
　２.　投資活動支出
　　【投資活動支出計】 0 0 0 
　　【投資活動収入差額】 0 0 0 
Ⅲ .　財務活動収支の部
　１.　財務活動収入
　　【財務活動収入計】 0 0 0
　２.　財務活動支出
　　【財務活動支出計】 0 
　　【財務活動収入差額】 0 
Ⅳ .　予備費支出

202,983 0 202,983
　　　　予備費支出
　　当期収支差額　 △  833,101 153,386 △  986,487
　　前期繰越収支差額　 833,101 833,101 0 
　　次期繰越収支差額　 0 986,487 △  986,487
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収益事業特別会計収支計算書
平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日まで

（単位：円）

　科　　　目 予　算　額 決　算　額 差　　　異 備　　　考

Ⅰ .　事業活動収支の部

　　１.　事業活動収入

　　（1）推　進　費　収　入 3,945,300 3,845,300 100,000

　　　　全法連推進費収入 3,845,300 3,845,300 0

　　　　表彰費収入 100,000 0 100,000

　　　　連　協　費　収　入 0

　　（2）雑収入 176 1,840 △  1,664

　　　　受取利息収入 176 1,840 △  1,664 按分比率 25％

　　　　雑収入 0 0 0

【事業活動収入計】 3,945,476 3,847,140 98,336

　　２.　事業活動支出

　　（1）事業費 1,259,000 1,188,814 195,520

　　　　　　（直接経費） 170,000 4,480 165,520

　　　　福利厚生制度推進費 30,000 4,480 25,520

　　　　渉外費 0 0 0

　　　　慶弔費 10,000 0 10,000

　　　　福利厚生制度表彰関係費 100,000 0 100,000

　　　　厚生委員会費　　　 30,000 0 30,000

　　　　福利厚生制度連絡協議会 0 0 0

　　　　　　（間接経費） 1,089,000 1,184,334 △  95,334 按分比率 25％

　　　　調査研究費 77,000 63,490 13,510 　　　〃

　　　　親睦事業費 88,000 67,584 20,416 　　　〃

　　　　県連関係費 66,000 76,943 △  10,943 　　　〃

　　　　給料手当 858,000 976,317 △  118,317

　　　　リース料　　　 0 0 0

　　（2）管理費 1,060,046 1,082,806 △  22,760

　　　　　　（直接経費） 0 0 　　　〃

　　　　厚生委員会費　　　 30,000 0 30,000 　　　〃

　　　　福利厚生制度連絡協議会 14,000 0 14,000 　　　〃
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（単位：円）

　科　　　目 予　算　額 決　算　額 差　　　異 備　　　考

　　　　　　（間接経費） 1,082,806 

　　　給料手当 286,000 325,439 △  39,439 按分比率 25％

　　　福利厚生費 165,000 211,998 △  46,998 　　〃

　　　会議費 0 0 　　〃

　　　　総会費 33,000 86,147 △  53,147 　　〃

　　　　役員会費 22,000 23,814 △  1,814 按分比率 25％

　　　　委員会費 3,080 6,579 △  3,499 　　〃

　　　　その他会議費 198,000 121,258 76,742 　　〃

　　　旅費交通費 2,200 0 2,200 　　〃

　　　通信運搬費 19,800 22,354 △  2,554

　　　リース料 112,596 127,964 △  15,368 　　〃

　　　消耗品費 11,000 1,476 9,524 　　〃

　　　印刷製本費 7,700 4,428 3,272 按分比率 25％

　　　燃料費 19,800 2,305 17,495 　　〃

　　　賃借料 87,120 99,000 △  11,880 　　〃

　　　事務委託費 0 0 0

　　　租税公課 39,950 39,800 150

　　　支払手数料 4,400 8,201 △  3,801

　　　雑費 4,400 2,043 2,357

　（3）法人税等引当支出 412,641 401,700 

　　　法人税等引当支出 412,641 401,700 

　（4）繰入金支出 1,213,789 1,173,820 39,969

　　　一般会計繰入金支出 1,213,789 1,173,820 39,969

　【事業活動支出計】 3,945,476 3,847,140 98,336 

　【事業活動収支差額】 0 0 0 

当期収入合計 0 0 0

前期繰越収支差額 0 0 0

次期繰越収支差額 0 0 0
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収支計算総括表
平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日まで

（単位：円）

科　　　目 一般会計 収益事業特別会計 内部取引消去 合　　計

Ⅰ . 基本財産運用収入

　　1. 事業活動収入

　　（1）基本財産運用収入 17,500 17,500

　　（2）特定資産利息収入 1,457 1,457

　　（3）会費収入 6,028,122 6,028,122

　　（4）補助金収入 4,214,300 3,845,300 8,059,600

　　（5）雑収入 1,307,669 1,840 1,309,509

　　（6）周年行事引当預金取崩収入 2,000,000 2,000,000

　　（7）繰入金収入 1,173,820 △  1,173,820 0

【事業活動収入合計】 14,742,868 3,847,140 △  1,173,820 17,416,188

　　２. 事業活動支出

　　（1）事業費 11,458,568 1,188,814 12,647,382

　　（2）管理費 3,130,914 1,082,806 4,213,720

　　（3）法人税等引当支出 401,700 401,700

　　（4）繰入金支出 1,173,820 △  1,173,820 0

【事業活動支出合計】 14,589,482 3,847,140 △  1,173,820 17,263,102

【事業活動収支差額】 153,386 0 0 153,386

0

Ⅱ . 投資活動収支の部 0 0 0

Ⅲ . 財務活動支出の部

Ⅳ . 予備費支出 0 0 0

　　当期収支差額 153,386 0 0 153,386

　　前期繰越収支差額　 833,101 0 833,101

　　次期繰越収支差額　 986,487 0 0 986,487

（按分比）一般収入 11,569,048 円 （75％）
　　　　　特別収入 3,847,140 円 （25％）

　　　　　　合計　 15,416,188 円 　
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収支計算書に対する注記

１. 資金の範囲

　　資金の範囲には、現金、預金、前払金預金、前受金、及び法人税等引当金を含める。

２. 次期繰越収支差額に含まれる資産および負債の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

科　　　　　　　　目 前　期　末　残　高 当　期　末　残　高

現　　　　　　　　 金 3,496 943 

預　　　　　　　　 金 1,180,467 1,462,493 

資 産 の 合 計 1,183,963 1,463,436 

預　　　　り　　　金 70,662 75,249 

法 人 税 等 引 当 金 280,200 401,700 

負 債 の 合 計 350,862 476,949 

次 期 繰 越 収 支 差 額 833,101 986,487 
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一般会計貸借対照表
平成２１年３月３１日現在

 （単位：円）

科　　　目　 当　年　度 前　年　度 増　減

Ⅰ .　資産の部

　１. 流動資産

　　現　　　金 943 3,496 △  2,553

　　普通預金 1,060,793 900,267 160,526

　　　　【流動資産合計】 1,061,736 903,763 157,973

　２.　固定資産

　（1）基本財産 5,000,000 5,000,000 0 

　　　定期預金 5,000,000 5,000,000 0 

　　　　　【基本財産合計】 5,000,000 5,000,000 0 

　（2）特定資産

　　　社会貢献行事引当金 1,000,000 1,000,000 0 

　　　周年行事引当金 0 2,000,000 △  2,000,000

　　　　　　【特定資産合計】 1,000,000 3,000,000 △  2,000,000

　（3）その他の固定資産

　　　什器備品 37,239 49,652 △  12,413

　　　　　　【その他の固定資産合計】 37,239 49,652 △  12,413

　　　　　　【固定資産合計】 37,239 49,652 △  12,413

　　　　　　【資産合計】 7,098,975 8,953,415 △  1,854,440

Ⅱ .　負債の部

　１.　流動負債

　　　預り金 78,589 70,662 4,587

　　　　　　【流動資産合計】 78,589 70,662 4,587 

　　　　　　【負債合計】 78,589 70,662 4,587

Ⅲ .　正味財産の部

　１.　一般正味財産 7,020,086 8,882,753 △  1,859,027

　　　　　　【一般正味財産合計】

　　　（うち基本財産への充当額） 0 0 0

　　　（うち特定資産への充当額） △  2,000,000 0 △  2,000,000

　　　　　　【正味財産合計】 7,020,086 8,882,753 △  1,862,667

　　　　　　【負債・正味財産合計】 7,098,675 8,953,415 △  1,854,740
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収益事業特別会計貸借対照表
平成２１年 3 月３１日現在

（単位：円）

科　　　目　　 当　年　度 前　年　度 増　減

Ⅰ .　資産の部

　１.　流動資産

　　　普通預金 401,700 280,200 121,800 

　　　　　　【流動資産合計】 401,700 280,200 121,800 

　　　　　　【資産合計】 401,700 280,200 121,800 

Ⅱ .　負債の部

　１.　流動負債

　　　法人税等引当金 401,700 280,200 121,800 

　　　　　　【流動負債合計】 401,700 280,200 121,800 

　　　　　　【資産合計】

Ⅲ .　正味財産の部

　１.　一般正味財産 0 0 0 

　　　　　　【指定正味財産合計】 0 0 0 

　　　　　（うち基本財産への充当額） 0 0 0 

　　　　　（うち特定資産への充当額） 0 0 0 

　　　　　　【正味財産合計】 0 0 0 

　　　　　　【負債・正味財産合計】 401,700 280,200 121,500 
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貸借対照表総括表
平成２１年３月３１日現在

（単位：円）

科　　　目　　 一般会計 収益事業特別会計 合　　計

Ⅰ .　資産の部

　１.　流動資産 1,061,736 401,700 660,036 

　２.　固定資産

　　　（1）基本財産 5,000,000 0 5,000,000 

　　　（2）特定資産 1,000,000 0 1,000,000 

　　　（3）その他の固定資産 37,239 0 37,239 

　　　　　　固定資産合計 6,037,239 0 6,037,239 

　　　　　　資産合計 7,098,975 401,700 7,500,675 

Ⅱ .　負債の部

　１.　流動負債 75,249 401,700 476,949 

　　　　　　負債合計 75,249 401,700 476,949 

Ⅲ .　正味財産の部

　１.　一般正味財産 7,023,726 0 7,023,726 

　　　　　（うち基本財産への充当額） 0 0 0 

　　　　　（うち特定資産への充当額） 0 0 0 

　　　　　　正味財産合計 7,023,726 0 7,023,726 

　　　　　　負債及び正味財産合計 7,098,975 401,700 7,500,675 
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一般会計正味財産増減計算書
平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日まで

( 単位：円）
科　　　目 当　年　度 前　年　度 増　減

Ⅰ . 一般正味財産増減の部
　　１. 経常増減の部 0
　（1）経常収益
　　　基本財産運用益 17,500 17,547 △  47
　　　基本財産利息収入 17,500 17,547 △  47
　　　特定財産運用益 1,457 2,500 △  1,043
　　　特定財産利息収入 1,457 2,500 △  1,043
　受取会費 6,026,622 6,054,895 △  28,273
　　　一般会費収入 5,687,147 5,664,895 22,252
　　　青年・女性部会会費収入 339,475 390,000 △  50,525
　事業収益 0 1,847,306 △  1,847,306
　　　支部事業収入 0 719,466 △  719,466
　　　青年・女性部会事業収入 0 1,127,840 △  1,127,840
　受取補助金 4,214,300 4,423,900 △  209,600
　　　事業費補助収入 999,300 1,017,500 0
　　　事務局充実補助収入 1,800,000 1,800,000 0
　　　青年・女性部会補助収入 400,000 400,000 0
　　　社会貢献活動補助収入 300,000 300,000 
　　　会員増強強化補助収入 400,000 400,000 0
　　　その他の補助収入 315,000 506,400 △  191,400
　　雑収入　 1,305,829 524,679 0
　　　受取利息 5,521 2,810 0
　　　雑収入 558,040 169,869 0
　　　懇親会等会費収入 742,268 352,000 0
　他会計からの繰入額 1,173,820 718,753 455,067
　　　収益事業特別会計繰入金収入 1,173,820 718,753 455,067
　　　　　【経常収益計】 12,742,868 13,589,580 △  846,712
　（2）経常費用
　　　事業費 11,458,568 9,154,770 
　　　　研修費 5,092,856 3,682,215 1,410,641
　　　　社会貢献活動費 378,743 360,593 18,150
　　　　会報発行費 500,681 552,492 △  51,811
　　　　会員増強推進費 58,674 62,401 △  3,727
　　　　支部活動費 0 790,691 △  790,691
　　　　青年・女性部活動費 0 1,945,122 △  1,945,122
　　　　県連会費 170,000 170,000 0
　　　　調査研究費 190,470 284,072 △  93,602
　　　　県連関係費 230,827 213,340 17,487
　　　　支部関係費 0 52,242 △  52,242
　　　　表彰費 34,460 47,250 △  12,790



32

( 単位：円）
科　　　目 当　年　度 前　年　度 増　減

　　　　20 周年行事関係費 1,154,853 0 1,154,853
　　　　親睦事業費 202,753 0 202,753
　　　　給料手当 2,928,951 0 2,928,951
　　　　渉外費 53,045 106,830 
　　　　慶弔費 62,930 113,930 △  51,000
　　　　ＩＴ関係意 399,325 322,225 77,100
　　　　委員会費 0 0 0
　　　　　組織委員会 0 0 0
　　　　　税制委員会　 0 0 0
　　　　　事業広報委員会 0 0 0
　　　会議費
　　　　　総会費 0 274,398 
　　　　　役員会費 0 133,523 
　　　　　委員会費 0 43,446 
　（3）管理費 3,143,327 5,513,228 △  2,369,901
　　　　給料手当 976,317 3,931,890 △  2,955,573
　　　　福利厚生費 635,992 635,135 857
　　　　会議費
　　　　　総会費 258,440 
　　　　　役員会費 71,443 
　　　　　委員会費 19,737 
　　　　　その他の会議費 363,775 
　　　　旅費交通費 0 
　　　　通信運搬費 67,060 58,047 9,013
　　　　減価償却費 12,413 
　　　　リース料 383,891 12,413 371,478
　　　　消耗品費 1,900 463,798 △  461,898
　　　　印刷製本費 17,713 23,800 △  6,087
　　　　燃料費 6,913 50,705 △  43,792
　　　　賃借料 297,000 300,960 △  3,960
　　　　事務委託費
　　　　支払手数料 24,604 35,180 △  10,576
　　　　雑費 6,129 1,300 4,829
　　　【経常費用計】 14,601,895 14,667,998 △  66,103
　　　【当期経常増減計】 △  1,859,027 △  1,078,418 △  780,609
２. 経常外収益の部
　　（1）経常外収益計
　　　　【経常外収益計】 0 0 0 
　　（2）経常外費用
　　　　【経常外費用計】 0 0 0 
　　　　【当期経常外増減額】 0 0 0
　　　　【当期一般正味財産増減額】 △  1,859,027 △  1,078,418 △  780,609
　　　　【一般正味財産期首残高】 8,882,753 9,961,171 △  1,078,418
　　　　【一般正味財産期末残高】 7,023,726 8,882,753 △  1,859,027
Ⅱ . 指定正味財産増減の部
　　　　【当期指定正味財産増減額】 0 0 0
　　　　【指定正味財産期首残高】 0 0 0 
　　　　【指定正味財産期末残高】 0 0 0
Ⅲ . 正味財産期末残高 7,023,726 8,882,753 △  1,859,027
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収益事業特別会計正味財産増減計算書
平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日まで

( 単位：円）
科　　　目 当　年　度 前　年　度 増　減

Ⅰ . 一般正味財産増減の部
　　１. 経常増減の部
　（1）経常収益
　　　推進費収益 3,845,300 3,965,300 △  120,000
　　　　　全法連推進費収入 3,845,300 3,965,300 0 
　　　雑収入 1,840 888 952
  　　　　 受取利息 1,840 888 952
 　　　　 【経常収益計】 3,847,140 3,966,188 △  119,048
　（2）経常費用 0 
　　事業費 1,188,814 1,067,516 121,298
　　　　支部活動費 0 249,692 △  249,692
　　　　青年・女性部会活動費 0 614,249 △  614,249
　　　　調査研究費 63,490 89,707 △  26,217
　　　　県連関係費 76,943 67,370 9,573
　　　　支部関係費 0 16,498 △  16,498
　　　　親睦事業費 67,584 0 67,584
　　　　給料手当 976,317 0 976,317
　　　　福利厚生制度推進費 4,480 30,000 △  25,520
　　会議費 142,537 △  142,537
　　　　総会費 0 86,652 △  86,652
　　　　役員会費 0 42,165 △  42,165
　　　　委員会費 0 0 0
　　　　厚生委員会費 0 13,720 △  13,720
　  管理費 1,082,806 1,757,182 △  674,376
　　　　給料手当 325,439 1,241,649 
　　　　福利厚生費 211,998 200,562 
　　　　総会費 86,147 0 86,147
　　　　役員会費 23,814 0 
　　　　委員会費 6,579 0 
　　　　その他の会議費 121,258 0 
　　　　通信運搬費 22,354 18,331 
　　　　リース料 127,964 146,462 
　　　　消耗品費 5,904 7,516 △  1,612
　　　　燃料費 2,305 16,012 △  13,707
　　　　賃借料 99,000 95,040 3,960
　　　　租税公課 39,800 20,500 19,300
　　　　事務委託費 0 0 0
　　　　支払手数料 8,201 11,110 △  2,909
　　　　雑費 2,043 0 2,043
　　法人税等引当支出 401,700 280,200 121,500
　　　法人税等引当支出 401,700 280,200 121,500
　　他会計への繰出額 1,173,820 718,753 455,067
　　　一般会計繰入金支出 1,173,820 718,753 455,067
　　【経常費用計】 3,847,140 3,966,188 △  119,048
　　【当期経常増減計】 0 0 0
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( 単位：円）
科　　　目 当　年　度 前　年　度 増　減

　２. 経常外収益の部
　　（1）経常外収益計
　　【経常外費用計】 0 0 0 
    （2）経常外費用 0 
　　【経常外費用計】 0 0 0 
　　【当期経常外増減額】 0 0 0 
　　【当期一般正味財産増減額】 0 0 0 
　　【一般正味財産期首残高】 0 0 0 
　　【一般正味財産期末残高】 0 0 0 
Ⅱ . 指定正味財産増減の部 0 
　　【当期指定正味財産増減額】 0 0 0 
　　【指定正味財産期首残高】 0 0 0 
　　【指定正味財産期末残高】 0 0 0 
Ⅲ . 正味財産期末残高 0 0 0 
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正味財産増減計算書総括表
平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日まで

( 単位：円）

科　　　目 一般会計 収益事業特別会計 内部取引消去 合　計

Ⅰ . 一般正味財産増減の部

　　１. 経常増減の部

　（1）経常収益

　　　①基本財産利息収入 17,500 17,500

　　　②特定資産利息収入 1,457 1,457

　　　③受取会費 6,026,622 6,026,622

　　　④受取補助金 4,214,300 4,214,300

　　　⑤推進費収益 3,845,300 3,845,300

　　　⑥雑収入 1,305,829 1,840 1,307,669

　　　⑦他会計から繰入額 1,173,820 △  1,173,820 0

       【経常収益計】 12,742,868 3,847,140 △  1,173,820 15,412,848

　（2）経常費用

　　　①事業費 11,458,568 1,188,814 12,647,382

　　　②会議費 0 0

　　　③管理費 3,143,327 1,082,806 4,226,133

　　　④法人税等引当支出 402,000 402,000

　　　⑤他会計への繰出額 1,173,520 △  1,173,820 0

　　【経常費用計】 14,601,895 3,847,140 △  1,173,820 17,275,215

　　【当期経常増減額】 △  1,859,027 0 △  1,859,027

２. 経常外収益の部 0 0

　　（1）経常外収益計 0 0 0

　　（2）経常外費用 0 0 0

　　【当期経常外増減額】 0 0 0 0

　　【当期一般正味財産増減額】 △  1,863,967 0 0 △  1,862,367

　　【一般正味財産期首残高】 8,882,753 0 0 8,882,753 

　　【一般正味財産期末残高】 7,023,726 0 0 7,023,726 

Ⅱ . 指定正味財産増減の部 0 0 0 0

Ⅲ . 正味財産期末残高 7,023,726 0 0 7,023,726 



36

財務諸表に対する注記
１.　計算書書類の作成に関する重要な会計方針    

　　（１）固定資産の減価償却の方法    

　　　　直接法による定額法で減価償却を実施している。    

　　（２）消費税等の会計処理    

　　　　　消費税込額で表示している。    

　　　　　会費収入は不課税である。    

    

２.　基本財産及び特定資産の増減額及びその残高    

　　基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は次のとおりである。　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

科　　　目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

基本財産

　定期預金 5,000,000 0 0 5,000,000 

小　　　計 5,000,000 0 0 5,000,000 

特定資産

　社会貢献行事引当金 1,000,000 0 0 1,000,000 

　周年行事引当金 2,000,000 0 2,000,000 0 

小　　　計 3,000,000 0 2,000,000 1,000,000 

合　　　計 8,000,000 0 2,000,000 6,000,000 

３.　基本財産及び特定資産の財源等の内訳    

　　基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は次のとおりである。　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

科　　　目 当期末残高 （うち指定正味財
産からの充当額）

（うち一般正味財
産からの充当額）

（うち負債に対す
る額）

基本財産

　定期預金 5,000,000 ー （5,000,000） ー

小　　　計 5,000,000 ー （5,000,000） ー

特定資産

　社会貢献行事引当金 1,000,000 （1,000,000） ー

　周年行事引当金 0 2000000 0 2,000,000 

小　　　計 1,000,000 2000000 （1,000,000） 2,000,000 

合　　　計 6,000,000 2000000 （6,000,000） 2,000,000 

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりとする。   

   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

科　　　目 修得価額 減価償却累計額 当期末残高

什器備品 1,228,904 1,191,665 37,239 

合　　　計 1,241,317 1,191,665 49,652 
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財　産　目　録
平成２１年３月３１日現在

（単位：円）

科　　　目 金　　　額

Ⅰ .　資　産　の　部

　　１.　流動資産

　　　現金（手許有高） 943 

　　　普通預金

　　　　　第四銀行　新発田支店 1,462,493 

　　　　　新発田信用金庫　本店 0 

　　　　　きらやか銀行　新発田支店 0 

　　　　　新潟縣信用組合新発田支店 0 

　　　定期預金　新発田信用金庫本店 1,000,000 

　　　　【流動資産合計】 2,463,436 

　　２.　固定資産

　　（1）基本財産

　　　定期預金等　新発田信用金庫本店 5,000,000 

　　　　【基本財産合計】 5,000,000 

　　（2）特定資産

　　　　周年行事引当資産 0 

　　　　【特定資産合計】 0 

　　（3）その他の固定資産

　　　　什器備品 37,239 

　　　　【その他の固定資産合計】 37,239 

　　　　【固定資産合計】 5,037,239 

　　　　【資産合計】 7,500,675 

Ⅱ .　負　債　の　部

　　１.　流動負債

　　　預　り　金　　 75,249 

　　 法人税等引当金 401,700 

　　　　　【流動負債合計】 476,949 

　　２.　固定負債

　　　　　【固定負債合計】 0 

　　　　　【負債の合計】 476,949 

　　　　　【正味財産】 7,023,726 
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　平成２０年度決算（自　平成２０年４月１日、至　平成２１年３月３１日）を上記のとおり報告致します。

平成 21 年 3 月 31 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社団法人　新発田法人会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会　　　長　　　長　谷　川　良　男　　　印

　平成２０年度収支決算書につき諸帳簿ならびに証拠書類を監査の結果、いづれも正確かつ使途も適正妥当に処

理されていることを認めます。

平成 21 年 5 月 13 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　監　　　事　　　嶋　谷　次　郎　八　　　印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　監　　　事　　　久 　 世 　 正 　 隆　　　印
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〔第３号議案〕　平成２１年度事業計画（案）承認の件

平 成 ２ １ 年 度 事 業 計 画

Ⅰ．活動の基本方針

　「法人会の基本方針」に則り、納税意識の向上、会員の研さん、社会への貢献を図り、公益法人と

しての使命を達成するため、納税者団体として税務機関、関係団体との協調のもとに納税道義の高揚、

税務知識の普及及び向上による申告納税制度の推進を図り、もって税務行政の円滑な運営に寄与する。

　また、公益法人制度改革に対して、これに的確に対応するため「公益認定法人」を目指すことを基

本方針としつつ、県連との連携を密にして、公益活動の充実、組織の充実を図る。

　なお、事業活動においては、上記、公益法人制度改革への対応を意識し原点である「税」に関する

活動に軸足を置きながら、以下に揚げる諸施策に取り組む。

Ⅱ．主な事業計画

　１．公益関係

（１）税の啓発活動

　税の啓発・租税教育については、公益法人として広く一般にも目を向けながら、納税意識の向上と

税知識の普及に資するための施策を講じる。

　このため、税制関連の研修・講話等の充実を図るとともに、有益な資料を作成する等により、会員

及び一般に対する適切な広報を実施する。

　また、小学校の生徒等に対する教育を支援・実施するほか、「税を考える週間」への協賛行事等を

積極的に実施する。
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（２）税制改正提言活動

　適正公正な税制と租税負担の合理化をはかるため、中小企業の活性化に資する税制をはじめ、税の

オピニオンリーダーとして税制に関する会員の意見を集約し、その意見が税制に反映されるよう、関

係機関に対し要望活動を展開する。

（３）経営支援活動

　会員の自己啓発を支援するため、法人会の根幹事業である税法・税務関係研修の強化に配意しなが

ら、研修内容の充実を図るとともに、経営を支援するための事業活動を展開する。

　なお、公益法人制度改革に対応するため、研修内容をより充実させるとともに、一般の参加も意識

した事業活動の展開について検討する。

（４）社会貢献

　社会貢献活動については、引き続き「公益性」をより一層高めることに留意し、親会、青年・女性

部会が一体となった活動をさらに充実することとし、地域の実情に即した活動を展開する。

（５）研修会活動の充実

　税法・税務を中心に研修会の開催強化に努め、研修参加人員の増大を図るとともに、研修教材の充

実を図る。また、申告納税制度の一層の定着に資するため、研修会等を通じて「ｅ―Ｔａｘ」の普及

推進に努める。

　なお、新公益法人制度を踏まえ、会員企業に加えて一般市民等にも対象を広げた研修・講演会を開

催し、一層の公益性を高めることとする。

（６）広報活動の充実

　法人会のイメージアップ知名度向上や会員増強等を図るための広報を充実させるとともに新公益法

人制度を踏まえ、一般市民に対し税の啓発に資する広報活動を積極的に展開する。

　また、「ｅ―Ｔａｘ」の普及に資するために PR 活動を行い、ホームページの充実をより積極的に
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進める。

　２．共益関係

（１）福利厚生事業

　福利厚生制度の円滑な運営と財政基盤の安定化のため、重点推進制度を中心とした活動を展開する。

　また、会員の企業価値を高めることにもなる福利厚生事業の拡充に努める。

　なお、新公益法人制度を踏まえ、福利厚生制度のあり方や内容について検討する。

（２）会員増強運動

　県内の経済情勢は、世界的金融危機が広まり、極めて厳しい社会・経済状況の下、会員数の減少が

続いており、組織の強化・充実をはかるため、会員増強月間を設けるとともに、会員の退会防止に努

めながら、全会員一丸となった積極的な増強を図る。

　加入率については、５０％への早期回復を目指すとする。

（３）青年・女性部会の充実

イ　青年部会関係　　

　　「青年部会のあり方（指針）」に沿って「税の啓発」をはじめとする活動の充実を図るとともに、「部

　会員増強運動」を引き続き推進する。

　　また、新公益法人制度を踏まえ、青年部会活動の大きな柱である「租税教育活動」の積極的な展

　開を図る。

ロ　女性部会関係　　

　　「女性部会のあり方（指針）」に沿って、部会員の資質向上と法人会活動の充実・活性化に努める。

　　また、新公益法人制度を踏まえ、女性部会の活動をさらに充実させ、諸活動を積極的に図る。
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　３．管理関係

（１）規程の整備

　公益法人制度改革に向け、諸規定を総合的に整備することとする。

（２）諸会議

　総会、理事会、委員会等の諸会議を計画的に開催する。

（３）事務運営体制等の確立

　時代にあった組織運営体制が常に望まれるところであり、特に公益法人制度改革に対応するために、

県連や各単位会間の連携強化に努める。

　また、公益法人制度改革に関する研修会等の、全法連、県連、各種機関には積極的に参加し、執務

上必要な知識習得を図る。

　なお、ＩＴ時代に対応したＥメール、ホームページ等の積極的活用および個人情報の管理の徹底を

図る。

　４．その他、当会において実施することが必要と認める事業を行う。
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［第４語議案］　平成２１年度収支予算（案）承認の件

一般会計収支予算書
平成 21 年４月１日から平成２2 年３月３１日

（単位：円）

科　　　目 予算額 前年度予算額 増　減 備　考
Ⅰ . 事業活動収支の部
１. 事業活動収入
　（1）基本財産運用収入 17,447 17,547 △  100
　　　基本財産利息収入 17,447 17,547 △  100
　(2) 特定資産利息収入 1,250 1,250 0
　    特定資産利息収入 1,250 1,250 0
　(3) 会費収入 6,240,000 6,340,000 △  100,000
　　　一般会費収入 5,900,000 6,000,000 △  100,000
　　　青年・女性部会会費収入 340,000 340,000 0
　(4）補助金収入 4,231,800 4,279,300 △  47,500
　（全法連補助金収入） 3,481,800 3,499,300 △  17,500
　　　事業費補助収入 981,800 999,300 △  17,500
　　　事務局充実補助収入 1,800,000 1,800,000 0
　　　青年・女性部会補助収入 400,000 400,000 0
　　　社会貢献活動補助収入 300,000 300,000 0
　（県連補助金収入） 400,000 400,000 0
　　　会員増強強化補助収入 400,000 400,000 0
　( その他補助金収入） 350,000 380,000 △  30,000
　　　その他の補助収入 350,000 380,000 △  30,000
　(5）雑収入 1,550,800 1,910,800 △  360,000
　　　受取利息 800 800 0 按分比率 75％
　　　雑収入 50,000 50,000 0
      懇親会等会費収入 1,500,000 1,860,000 △  360,000
　(6) 特定資産運用収入 0 2,000,000 
　　周年行事引当預金取崩し収入 0 2,000,000 
　（7）繰入金収入 1,034,504 1,213,789 △  179,285
　　　収益事業特別会計繰入金収入 1,034,504 1,213,789 △  179,285

【事業活動収入計】 13,075,801 15,762,686 △  2,686,885
　２. 事業費活動支出
　　（1）事業費 11,009,750 13,599,000 
　　　　研修費 5,500,000 6,100,000 △  600,000
　　　　社会貢献活動費 360,000 360,000 0
　　　　会報発行費 500,000 500,000 0
　　　　会員増強推進費 50,000 50,000 0
　　　　県連会費 170,000 170,000 0 按分比率７5％
　　　　調査研究費 185,000 253,000 △  68,000 　　　〃
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（単位：円）

科　　　目 予算額 前年度予算額 増　減 備　考
         親睦事業費 185,000 300,000 △  115,000 按分比率 75％
　　　　負担金 20,000 0 20,000
　　　　県連関係費 185,000 234,000 △  49,000
　　　　渉外費 50,000 50,000 0
　　　　慶弔費 50,000 50,000 0
　　　　表彰費 30,000 50,000 △  20,000
        20 周年関係費 0 2,000,000 △  2,000,000
　　　　ＩＴ関係費 350,000 400,000 △  50,000 按分比率 75％
　　　　委員会 0 0
        　 組織委員会 11,250 15,000 按分比率 75％
　　　　　税制委員会 7,400 10,000 
　　　　　事業広報委員会 11,100 15,000 
　　　　給料手当 3,345,000 3,042,000 303,000
　（2）管理費 2,966,300 2,793,804 172,496
　　　　給料手当 940,500 1,014,000 △  73,500 按分比率 75％
　　　　福利厚生費 600,000 585,000 15,000 　　　〃
　　　　会議費
　　　　　総会費 225,000 117,000 108,000 按分比率 75％
　　　　　役員会費 75,000 78,000 △  3,000 　　　〃
　　　　　委員会費 37,500 10,920 26,580 　〃　（厚生費は除く）

　　　　　その他の会議費 185,000 70,200 114,800 　　　〃
　　　　旅費交通費 7,500 7,800 △  300 　　　〃
　　　　通信運搬費 52,500 70,200 △  17,700 　　　〃
　　　　リース料 415,800 399,204 16,596 　　　〃
　　　　消耗品費 15,000 3,900 11,100 　　　〃
　　　　印刷製本費 22,500 27,300 △  4,800 　　　〃
　　　　燃料費 15,000 70,200 △  55,200 　　　〃
　　　　賃借料 297,000 308,880 △  11,880 　　　〃
　　　　事務委託費 75,000 
　　　　支払手数料 1,500 15,600 △  14,100 　　　〃
　　　　雑費 1,500 15,600 △  14,100 　　　〃
　　【事業活動支出計】 13,976,050 16,392,804 △  2,416,754
　　【事業活動収支差額】 △  900,249 △  630,118 130,514
Ⅱ . 投資活動収支の部
　１.　投資活動収入
　　【投資活動収入計】 0 0 0 
　２.　投資活動支出
　　【投資活動支出計】 0 0 0 
　　【投資活動収入差額】 0 0 0 
Ⅲ . 予備費支出

84,638 202,983 △  118,345
　　　　予備費支出
　　当期収支差額　 △  984,887 △  833,101 248,859
　　前期繰越収支差額　 984,887 984,887 △  151,786
　　次期繰越収支差額　 0 0 0
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収益事業特別会計収支予算書
　　平成 21 年４月　１日から平成２2 年３月３１日

（単位：円）

　科　　　目 予算額 前年度予算額 増　減 備　考

Ⅰ .　事業活動収支の部

　　１.　事業活動収入

　　（1）推　進　費　収　入 3,925,600 3,945,300 △  19700

　　　　全法連推進費収入 3,825,600 3,845,300 △  19700

　　　　表彰費収入 100,000 100,000 0

　　　　連　協　費　収　入 0

　　（2）雑収入 200 176 24

　　　　受取利息収入 200 176 24 按分比率 25％

　　　　雑収入 0 0 0

【事業活動収入計】 3,925,800 3,945,476 △  19,676

　　２.　事業活動支出

　　（1）事業費 1,500,000 1,259,000 241,000

　　　　　　（直接経費） 0

　　　　福利厚生制度推進費 30,000 30,000 0

　　　　慶弔費 10,000 10,000 0

　　　　福利厚生制度表彰関係費 100,000 100,000 0

　　　　厚生委員会費 30,000 30,000 0

　　　　福利厚生制度連絡協議会 15,000 

　　　　　　（間接経費） 0

　　　　調査研究費 65,000 77,000 △  12,000 按分比率 25％

　　　　親睦事業費 65,000 88,000 △  23,000 　　　〃

　　　　県連関係費 66,000 66,000 0 　　　〃

        　組織委員会 3,750 0 3,750

　　　　広報委員会 3,750 0 3,750

　　　　給料手当 1,111,500 858,000 253,500
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（単位：円）

　科　　　目 予算額 前年度予算額 増　減 備　考

　（2）管理費 2,527,696 1,060,046 1,467,650

　　　　　　（直接経費）

　　　厚生委員会 30,000 30,000 0

　　　福利厚生制度連絡協議会 14,000 14,000 0

　　　　　　（間接経費）

　　　給料手当 313,500 286,000 27,500 按分比率 25％

　　　福利厚生費 182,000 165,000 17,000 　　〃

　　　会議費

　　　　　総会費 31,200 33,000 △  1,800 按分比率 25％

　　　　　役員会費 26,000 22,000 4,000 　　〃

　　　　　委員会費 3,640 3,080 560 　　〃

　　　　　その他の会議 163,752 198,000 △  34,248 　　〃

　　　旅費交通費 2,880 2,200 680 　　〃

　　　通信運搬費 7,800 19,800 △  12,000 　　〃

　　　リース料 138,600 112,596 26,004 　　〃

　　　消耗品費 3,900 11,000 △  7,100 　　〃

　　　印刷製品費 8,700 7,700 1,000 　　〃

　　　燃料費 5,200 19,800 △  14,600 　　〃

　　　賃借料 99,000 87,120 11,880 　　〃

　　　租税公課 63,020 39,950 23,070

　　　支払手数料 5,200 4,400 800 按分比率 25％

       事務委託費 26,000 0 26,000 　　〃

　　　雑費 5,200 4,400 800 　　〃

　（3）法人税等引当支出 363,600 412,641 △  49,041

　　　法人税等引当金支出 363,600 412,641 △  49,041

　（4）繰入金支出 1,034,504 1,213,789 △  179,285

　　　一般会計繰入金支出 1,034,504 1,213,789 △  179,285

　【事業活動支出計】 3,925,800 3,945,476 △  19,676

　【事業活動収支差額】 0 0 0 

当期収入合計 0 0 0 

前期繰越収支差額 0 0 0 

次期繰越収支差額 0 0 0 
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収支予算総括表
平成 21 年４月１日から平成２2 年３月３１日

（単位：円）

科　　　目 一般会計 収益事業特別会計 内部取引消去 合　　計

Ⅰ . 基本財産運用収入

　　1. 事業活動収入

　　(1) 基本財産運用収入 17,447 17,447

　　(2) 特定資産運用収入 1,250 1,250

　　(3) 会費収入 6,240,000 6,240,000

　　(4) 補助金収入 4,231,800 3,925,600 8,157,400

　　(5) 雑収入 1,550,800 200 1,551,000

　　(6) 周年行事引当預金取崩し収入 0 0

　　(7) 繰入金収入 1,034,504 △  1,034,504 0

【事業活動収入合計】 13,075,801 3,925,800 △  1,034,504 15,967,097

　　２. 事業活動支出

　　(1) 事業費 11,009,750 1,500,000 12,509,750

　　(2) 管理費 2,966,300 1,027,696 3,993,996

　　(3) 法人税等引当支出 363,600 363,600

　　(4) 繰入金支出 1,034,504 △  1,245,107 △  210,603

【事業活動支出合計】 13,976,050 3,925,800 △  1,245,107 16,656,743

【事業活動収支差額】 △  900,249 0 0 △  900,249

Ⅱ . 投資活動収支の部 0 0

Ⅲ . 予備費支出 84,638 84,638

　　当期収支差額　 △  984,887 △  984,887

　　前期繰越収支差額　 984,887 984,887

　　次期繰越収支差額　 0 0 0 0

（按分比）一般収入 12,041,297 円 （75％）　※繰入金収入は除く

　　　　 特別収入 3,925,800 円 （25％） 　

　　　　 　合計　 15,967,097 円 
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〔第５号議案〕　役員改選（案）承認の件
       

役 員 改 選 に 関 す る 件
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〔第６号議案〕　

そ　　の　　他


